
5．地域に根差した施設

家族や地域住民と交流し情報提供を行い、さまざまなケアの相談に対応します。市町村

自治体や各種事業者、保健・医療・福祉機関などと連携し、地域と一体になったケアを積

極的に担います。また、評価・情報公開を積極的に行い、サービスの向上に努めます。

②施設の基本方針
当施設では、お年寄りが住み慣れた地域社会、家族生活に復帰することを目標とし、人間

性を尊重しながら施設と在宅のサービス計画を立案し、きめ細やかに看護・介護を提供して

いくことを運営の基本としています。

1．「治す医療から快い療養生活へ」といった老人ケアの基本を踏まえた日常生活サービス

を保障します。

2．明るく楽しく、ふだんの家庭生活に近い雰囲気づくりを心がけます。

3．利用者個々の病状・障害に応じた適切なケア計画を作成します。

4．生活リハビリを中心としたＱＯＬの向上を図ります。

5．継続して在宅生活が可能となるように、家庭内介護者を支援するために、通所リハビリ

（デイケア）、短期入所（ショートステイ）などの居宅介護支援事業を実施します。

6．地域における老人医療・福祉の中核機関としての機能を整備します。

7．家庭復帰をめざす施設として、家族のきずな、家庭との結びつきをできる限り大切にし

て、お年寄りとご家族のきずながより深まるようなサポートを提供します。

8．技術、サービス向上のための職員研修を積極的に実施します。

定期的に利用者満足度調査等を実施し施設の自己評価を行うとともに、利用者とご家族

からのご意見に対しては迅速かつ責任をもって対応します。

③人材育成の基本方針
施設にとっては人材こそが最高の財産である。その人材を集め、育成することが利用者サ

ービスに直結していく。

人間は、一人ひとりが人格をもったかけがえのない個人として存在し、家族やコミュニテ

ィ、さらには自然とのかかわりをもち、成長発達しながら生活を営んでいます。施設では、

人間についての認識を基盤として、高い倫理観を根底にもち多様性を認め合える寛容の精神、

深い洞察力、鋭い感性を備え「ひと」としての尊厳を大切にしたヒューマンサービスを実践

できる人材を育成します。

また、医療・保健・福祉の各領域にかかわる幅広い知識と技術を身につけて、専門領域に

関する倫理と実践力を基盤に関連する領域の人々と連携し、トータルなサービスのできる人

材を育成します。

さらに、医療・保健・福祉技術の進歩に対応できるしっかりとした基礎教育を身につける

とともに新たな知識を活用し、応用し、施設の発展はもとより地域にも貢献し得る高い資質

をもつ有為の人材を育成します。
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④人材育成の目標
1．かけがえのない存在である「ひと」を深く理解するとともに、豊な人間関係を築く力を培

う。

2．人々のニーズやコミュニティが抱えるさまざまな問題を広い分野で考察、分析し職員と

の協働により解決する力を培う。

3．人々にとって最適な介護サービスを提供するため、常に高い倫理観や人権意識を基盤と

した実践力を培う。

4．医療・保健・福祉に関する幅広い知識や技術を理解するとともに、連携して協働できる

力を培う。

5．専門領域における基礎的知識や技術を十分理解するとともに主体的に学ぶ姿勢を培う。

6．幅広い視野に立ちコミュニティを基盤として社会に貢献する力を培う。
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キャリアアップモデルの具体的内容5
巻末に、施設における先進事例を基に共通した項目で作成したキャリアアップモデルの例を示していま

す。ここではその例示に従って、キャリアアップモデルの各段階について、業務内容と求められる能力や

それに対応する資格および施設外での研修、施設内での研修の取り組みについて解説します。

これらはあくまでも例示であり、各施設において、施設内での研修と施設外での研修を組み合わせ、職員

のキャリアへの志向性および施設における人材育成の基本方針を織り込んだモデルを作成してください。

1）基礎業務の習得

業務職と呼ばれる職掌で、介護職に必要な基本的内容を習得する。

①補助業務
入職より1年の間に、社会人・組織人・介護職員としての基本を身につける。

また基本となる全老健が主催する研修を受けることで介護職員としての基本的スタンスを習得さ

せる。

資格・免許 ：ヘルパー2級など

求められる能力： ①社会人・組織人・介護職員としての基本的なスタンスを確立する

②実務に関する基本的知識をもとに、一般的な判断を要する定型的または補助

的業務を遂行できる

③対人援助技術の基本を身につける

施設外での研修［詳細は31頁の9 資料 1）施設外での研修の詳細 をご覧ください］

：職員基礎研修

：介護老人保健施設安全セミナー（基礎研修）

施設内での研修：採用時に、①業務マニュアルによるケアの基本知識の習得、②服務規律遵守の

説明、③接遇（利用者・家族等との接し方）研修、④個人情報保護法について

の説明の研修を行う。

：期間を決め、定期的に所属長と面接を実施し、その期間中に習得するべき知識、

技術等を双方で確認したうえで、目標を設定しチャレンジする姿勢を身につけ

る。

：期間終了時に再度、所属長とフィードバック面接を実施し、目標達成度を評価

（自己・所属長）する。

②定型業務
入職より2～3年が経過するまでに、通常の業務に精通し、かつある程度の業務を下級者に自己の

経験を生かしたアドバイスができる状態になる。

資格・免許 ：ヘルパー1級・介護職員基礎研修終了者など
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